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放送局に対する外資規制について 

平成１７年４月１４日 

総務省情報通信政策局 

 

 

 

 

 

（理由） 

○ 地上放送は、 

・ 国民的財産である公共の電波を使用するものであり、その有限希少性が強い 

 ・ 政治、文化、社会等に大きな影響力を有する言論報道機関として重要な役割を担う 

・ 災害情報等をはじめとする国民生活に不可欠な情報を提供 

・  米国、仏国等諸外国においても間接出資規制を導入（別添１） 

＊ 衛星放送については、英国、米国、仏国において適用されている実例も無く、ま

た、メディアとしての普及・発展段階にあること等から、今回は対象としない 

 

 

 

 

（１）現行の外資規制比率（５分の１未満）は 

変更しない 

（２）間接出資の場合の計算は、かけ算を基本とする 

    右図の例において Ａ×Ｂ＋Ｃ＜１／５ 

（３）間接出資の場合、一定割合以上の出資を計算 

   の対象とする 

  ＜一定割合を検討する上での参考＞ 

５％ 証取法の大量保有報告書の報告義務対象 

  10％ 現在のＮＴＴの間接出資規制の対象 
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１ 地上放送について間接出資規制を導入する 

２ 間接出資規制の基本的な枠組みは、ＮＴＴの例（別添２）を参考とし、具

体的な計算方法等については省令で規定する 

近年における対内投資の増加、我が国における株式保有・出資の在り方の急激

な変化等、電波法制定時には想定していなかった事態の出現を踏まえ、放送局に

対する外資規制の在り方を見直すもの 
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（１）株主名簿の記載等の拒否 

間接出資に係る日本法人からの名義書換請求等に対応して、株主名簿に記載等する

と外資規制に抵触することとなる場合、放送事業者は記載等を拒否できる旨の規定を

整備する 

（２）議決権の制限 

間接出資に係る外資比率が増加する場合において、（１）では対応できず、外資規制

に抵触することとなるときは、抵触しないように外国法人又は間接出資に係る日本法

人が有する放送事業者の株式の一部は議決権を有しないこととする旨の規定を整備

する 

（３）その他 

その他所要の規定の整備を行う 

 

３ その他 



諸外国における外資規制の状況（Ｇ７＋豪州＋韓国）（概略） 

 米国 英国 仏国 独国 伊国 加国 豪州 韓国 

直接出

資規制 

１／５超不可 １／５超

不可 

１／２

超不可

１ ／ ５

超不可 

（ＴＶ） 

１／５超不可 

１の外国人の

支配不可（注２）

出資不可  
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あり（注３） あり（注４）

独又はＥＵ

加盟国内の

居住地要件

がある例あ

り（注１） 

※民放は基

本 的 に 衛

星・ケーブル

を使用 

あり あり 
（注５） 

（ＴＶ） 

あり（注６） 

あり（注７） 

直接出

資規制 

(有料 TV) 

３５％超不可 

１ の 外 国 人

20％超不可 

３３％超不可  

 

衛 

星 

放 

送 間接出

資規制 

適用されている実例

なし 

外資規制は

なし。 

 

※一定のメ

ディア企業

の合併に際

して、政府が

メディアの

多様性等に

関し「公益テ

スト」を実施

なし なし 地 上 放

送 と 同

じ 

 

地 上 放

送 と 同

じ 

地上放送と同

じ 

地上放送と同じ 

（注１）居住地要件を課しているのは１５州中８州。例えば、ﾊﾞｰﾃﾝｳﾞｭﾙﾃﾝﾍﾞﾙｸﾞ州：独国、ＥＵ条約国、欧州経済圏に関する協定国に定住所、

所在地を有すること、ﾉﾙﾄﾗｲﾝ=ｳｴｽﾄﾌｧｰﾚﾝ州：ＥＵ条約国に居住すること、ラインラント・ファルツ州：独国国内の住所 

（注２）１５％以上の保有は支配とみなされる。 

（注３）外国法人(Ａ%)→国内法人(Ｂ%)→免許主体 Ａ＞５０%かつＢ≦５０%のとき、外資＝Ｂ% Ａ≦50%かつＢ＞50%のとき、外資＝Ａ% 

        Ａ≦５０%かつＢ≦５０%の場合、外資＝Ａ×Ｂ％ 

（注４）外国法人(Ａ％)→国内法人(Ｂ％)→免許主体 Ａ＞５０％のとき、外資＝Ｂ％ 

（注５）放送会社の親会社に対する出資は３分の１超は不可。この範囲内で別途、放送会社に２０％まで出資可能。 

（注６）外国法人(Ａ％)→国内法人(Ｂ％)→免許主体 Ａ＞５０％のとき、外資＝Ｂ％、Ａ≦５０のとき 外資＝ＡＸＢ 

（注７）外国法人(Ａ％)→国内法人(Ｂ％)→免許主体 Ａ＞５０％のとき、又は、Ａが法人Ｂの最大額の出資者である場合、Ｂは出資不可。 

別 添 １ 



NTT法における外資規制の仕組み

〔間接保有株数の計算方法〕

外国法人 Ｂ
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ＮＴＴ

２0％

20％

（注）10％以上の場合が対象

（注）10％以上の場合が対象
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〔対象外の事例１〕 〔対象外の事例２〕

外国法人 Ｂ

日本法人 Ａ

ＮＴＴ

２0％

５％

Ｂ社がＡ社の株式を保有する
割合が10％未満なので外資
割合計算の対象外

Ａ社がＮＴＴ株を保有する
割合が10％未満なので外資
割合計算の対象外
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